
【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

 

事業番号 Ｄ－４－１  

事業名  災害公営住宅整備事業（若柳地区） 

 

事業費 総額１５６，３２０千円 

（内訳: 用地費２６，１００千円，設計監理費１０，５８４千円， 

工事費１１９，６３６千円） 

事業期間 平成２４年度～平成２５年度 

事業目的・事業地区 

 市内の若柳地区において，東日本大震災による被災者の居住の安定確保を図るため，

災害公営住宅の整備を行ったもの。 

事業結果 

地区名：若柳地区（用地面積 ３，６６４㎡，計画戸数 １０戸） 

木造平屋 ５棟１０戸建設（１棟２戸型：長屋形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  南面  北面 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 東面 西面 

 

＜平成２４年度＞ 

・測量設計，実施設計 ８，１６９千円 

・用地取得 ２６，１００千円 

＜平成２４年度～平成２５年度＞ 

・建設工事（５棟１０戸），建設監理 １２２，０５１千円 

＜平成２５年度＞ 

・８月１日より供用開始（令和３年３月末現在 １０戸入居） 



事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

・若柳地区災害公営住宅は令和３年３月現在で１０戸が入居している。建設計画戸数

を満たしていることから事業の適正な執行がなされていると判断される。 

・多様な世帯構成や生活のニーズへの対応が必要であり，今後も震災前の地域コミュ

ニティや高齢者等へ配慮したまちづくりを推進し，安定した生活への移行を支援す

る。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

・事業費の設計・積算は宮城県建築工事積算基準等により実施し，栗原市財務規則等

に基づき入札を行い、業者を選定している。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

・若柳地区における災害公営住宅整備事業は，以下のとおり，概ね予定どおり事業を

進めることができた。 

＜想定した事業期間＞ 

測量設計，実施設計発注・完了  平成２４年８月～平成２５年１月 

用地取得            平成２４年１２月 

建設工事発注・工事着手     平成２５年１月～３月 

工事完成            平成２５年７月 

供用開始            平成２５年８月 

＜実際に事業に有した事業期間＞ 

測量設計，実施設計発注・完了  平成２４年８月～平成２５年１月 

用地取得            平成２４年１２月 

建設工事発注・工事着手     平成２５年１月～３月 

工事完成            平成２５年７月 

供用開始            平成２５年８月 

 

 

事業担当部局 

建設部建築住宅課 電話番号：０２２８－２２－１１５３ 

 



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

 

事業番号 Ｄ－４－２ 

事業名  災害公営住宅整備事業（栗駒地区） 

 

事業費 総額５５，２８３千円 

（内訳:設計監理費８，０３３千円，工事費４７，２５０千円） 

事業期間 平成２４年度～平成２５年度 

事業目的・事業地区 

 市内の栗駒地区において，東日本大震災による被災者の居住の安定確保を図るため，

災害公営住宅の整備を行ったもの。 

事業結果 

地区名：栗駒地区（用地面積 １，０１２㎡，計画戸数 ４戸） 

木造平屋 ２棟４戸建設（１棟２戸型：長屋形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  南面  北面 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 東面 西面 

 

 

＜平成２４年度＞ 

・測量設計，実施設計 ６，８２５千円 

＜平成２４年度～平成２５年度＞ 

・建設工事（２棟４戸），建設監理 ４８，４５８千円 

＜平成２５年度＞ 

・８月１日より供用開始（令和３年３月末現在 ４戸入居） 

 



事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

・栗駒地区災害公営住宅は令和３年３月現在で４戸が入居している。建設計画戸数を

満たしていることから事業の適正な執行がなされていると判断される。 

・多様な世帯構成や生活のニーズへの対応が必要であり，今後も震災前の地域コミュ

ニティや高齢者等へ配慮したまちづくりを推進し，安定した生活への移行を支援す

る。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

・事業費の設計・積算は宮城県建築工事積算基準等により実施し，栗原市財務規則等

に基づき入札を行い、業者を選定している。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

・栗駒地区における災害公営住宅整備事業は，以下のとおり，概ね予定どおり事業を

進めることができた。 

＜想定した事業期間＞ 

測量設計，実施設計発注・完了  平成２４年１０月～平成２５年１月 

建設工事発注・工事着手     平成２５年２月～３月 

工事完成            平成２５年７月 

供用開始            平成２５年８月 

＜実際に事業に有した事業期間＞ 

測量設計，実施設計発注・完了  平成２４年１０月～平成２５年１月 

建設工事発注・工事着手     平成２５年２月～３月 

工事完成            平成２５年７月 

供用開始            平成２５年８月 

 

 

事業担当部局 

建設部建築住宅課 電話番号：０２２８－２２－１１５３ 

 



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

 

事業番号 Ｄ－４－３ 

事業名  災害公営住宅整備事業（高清水地区） 

 

事業費 総額１４，０１８千円 

（内訳:設計監理費１，４１８千円，工事費１２，６００千円） 

事業期間 平成２４年度～平成２５年度 

事業目的・事業地区 

 市内の高清水地区において，東日本大震災による被災者の居住の安定確保を図るた

め，災害公営住宅の整備を行ったもの。 

事業結果 

地区名：高清水地区（用地面積 ２００㎡，計画戸数 １戸） 

木造平屋 １棟１戸建設（戸建形式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  南西面  北西面 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 内部 内部 

 

 

＜平成２４年度＞ 

・実施設計 ７８８千円 

＜平成２４年度～平成２５年度＞ 

・建設工事（１棟１戸），建設監理 １３，２３０千円 

＜平成２５年度＞ 

・８月１日より供用開始（令和３年３月末現在 １戸入居） 

 



事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

・高清水地区災害公営住宅は令和３年３月現在で１戸が入居している。建設計画戸数

を満たしていることから事業の適正な執行がなされていると判断される。 

・多様な世帯構成や生活のニーズへの対応が必要であり，今後も震災前の地域コミュ

ニティや高齢者等へ配慮したまちづくりを推進し，安定した生活への移行を支援す

る。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

・事業費の設計・積算は宮城県建築工事積算基準等により実施し，栗原市財務規則等

に基づき入札を行い、業者を選定している。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

・高清水地区における災害公営住宅整備事業は，以下のとおり，概ね予定どおり事業

を進めることができた。 

＜想定した事業期間＞ 

実施設計発注・完了       平成２４年１０月～平成２５年１月 

建設工事発注・工事着手     平成２５年２月～３月 

工事完成            平成２５年７月 

供用開始            平成２５年８月 

＜実際に事業に有した事業期間＞ 

実施設計発注・完了       平成２４年１０月～平成２５年１月 

建設工事発注・工事着手     平成２５年３月 

工事完成            平成２５年７月 

供用開始            平成２５年８月 

 

 

事業担当部局 

建設部建築住宅課 電話番号：０２２８－２２－１１５３ 

 



【復興交付金事業計画の総合的な実績に関する評価様式】 

 

事業番号 ◆D-4-1-1 

事業名  災害公営住宅管理システム整備事業 

事業費 総額 1,988千円 

 

事業期間 平成 25年度 

事業目的・事業地区 

 災害公営住宅の整備に併せて、入居決定や家賃低減の家賃算定等、入居者情報をシス

テム管理するため、既存の公営住宅管理システムに災害公営住宅管理機能を追加するこ

とで、新たなシステムの導入によりシステムの二重管理の障害を回避するとともに、一

つのシステムで公営住宅と災害公営住宅を一元管理することで効率的に業務を遂行し

たものである。 

事業結果 

 平成 25年 7月 2日に災害公営住宅管理システム整備業務委託契約を締結、平成 25年

8月 23日に事業完了し、事業の目的である災害公営住宅の家賃算定等が可能となった。 

 また、一つのシステムで公営住宅と災害公営住宅を一元管理することで効率的に業務

を遂行することができた。 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

  復興交付金事業計画の内容の通り、災害公営住宅家賃低廉化事業及び東日本大震災

特別家賃低減事業を活用した家賃算定等が適切に実施できることとなったため、本事

業は有用であったと考える。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

  公営住宅管理システムは、委託業者による独自開発プログラムであり、当該委託業

者以外の開発は困難であるため随意契約としているが、本事業の実施においては、事

業目的を達成するための必要最小限の仕様で設計・改修を実施し、結果、適切に災害

公営住宅の家賃算定等が可能となったため、費用対効果は適切であったと考える。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

 ・想定した事業期間 契約締結日の翌日～平成 25年 8月 23日 

 ・実際の事業期間  平成 25年 7月 3日～平成 25年 8月 23日 

 ・同種の他事業なし。 

 ・事業目的を達成するために本プログラムの開発業者へ災害公営住宅管理システム整

備業務を発注したものであり、また、想定の事業期間通りに事業完了していることか

ら事業の手法は適切であったと考える。 

 ・復興交付金事業計画の有用性、経済性や復興交付金事業計画の実施に当たり改善が

可能であった点は、特になし。 

 

 

 

事業担当部局 

 建設部建築住宅課 電話番号：0228-22-1153 

 



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

 

事業番号 D-5-1、D-5-2 

事業名  災害公営住宅家賃低廉化事業 

事業費 総額 73,494千円 

事業期間 平成 25年度～令和 2年度 

事業目的・事業地区 

 東日本大震災により住居家屋が全壊等の甚大な被害を受けたことから、平成 24 年 4

月から住居半壊以上の家屋取壊し予定の被災者及び応急仮設入居者の 183世帯に対し、

災害公営住宅への入居意向調査を実施し、その調査結果をもとに、市内若柳・栗駒・高

清水地区に全 15 戸の整備を進め、災害公営住宅入居者の居住の安定確保を図るため家

賃の低廉化を実施したものである。 

（事業地区：若柳地区、栗駒地区、高清水地区） 

事業結果 

 災害公営住宅の家賃の低廉化を実施することで、東日本大震災により被災した住宅に

困窮する低所得者の家賃負担の軽減を行い、一定以上の居住水準を備えた住宅に居住す

ることに寄与した。 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

  災害公営住宅入居者の居住の安定確保を図るため、家賃の低廉化を行ったもので、

適切なものと考える。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

  国の制度に基づき、近傍同種の住宅の家賃と入居者負担基準額との差額に対する減

額であり、適切なものと考える。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

 ・災害公営住宅入居者の居住の安定確保が図られており、事業手法としても妥当なも

のと考える。 

 ・復興交付金事業計画の有用性、経済性や復興交付金事業計画の実施に当たり改善が

可能であった点は、特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業担当部局 

 建設部建築住宅課 電話番号：0228-22-1153 

 



【復興交付金事業計画の個別事業の実績に関する評価様式】 

 

事業番号 D-6-1 

事業名  東日本大震災特別家賃低減事業 

事業費 総額 7,531千円 

 

事業期間 平成 25年度～令和 2年度 

事業目的・事業地区 

 東日本大震災により住居家屋が全壊等の甚大な被害を受けたことから、平成 24 年 4

月から住居半壊以上の家屋取壊し予定の被災者及び応急仮設入居者の 183世帯に対し、

災害公営住宅への入居意向調査を実施し、その調査結果をもとに、市内若柳・栗駒・高

清水地区に全 15 戸の整備を進め、災害公営住宅に入居する特に住宅に困窮する低額所

得者の居住の安定確保を図るため家賃の減額を実施したものである。 

（事業地区：若柳地区、栗駒地区、高清水地区） 

事業結果 

 災害公営住宅の特別家賃低減を実施することで、東日本大震災により被災した特に住

宅に困窮する低所得者に対して、通常の家賃からさらに減額を行い、一定以上の居住水

準を備えた住宅に居住することに寄与した。 

事業の実績に関する評価 

① 事業結果の活用状況に関する調査・分析・評価 

  災害公営住宅入居者のうち特に収入が低い世帯に対し、一定期間、無理なく負担し

うる水準まで家賃の減免を行ったもので、適切なものと考える。 

 

② コストに関する調査・分析・評価 

  国の制度に基づき、低所得の被災者が無理なく負担しうる水準まで家賃を減免した

ものであり、適切なものと考える。 

 

③ 事業手法に関する調査・分析・評価 

 ・災害公営住宅入居者の居住の安定確保が図られており、事業手法としても妥当なも

のと考える。 

 ・復興交付金事業計画の有用性、経済性や復興交付金事業計画の実施に当たり改善が

可能であった点は、特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業担当部局 

 建設部建築住宅課 電話番号：0228-22-1153 

 



【参考資料】 

 

○栗原市復興交付金事業箇所図 

 

 

○栗原市復興交付金事業 

 

① Ｄ－４－１   災害公営住宅整備事業（若柳地区） 

 

② Ｄ－４－２   災害公営住宅整備事業（栗駒地区） 

 

③ Ｄ－４－３   災害公営住宅整備事業（高清水地区） 

 

④ Ｄ－５－１   災害公営住宅家賃低廉化事業（若柳,栗駒,高清水地区） 

 

⑤ Ｄ－６－１   東日本大震災特別家賃低減事業（若柳,栗駒,高清水地区） 

 

◆Ｄ－４－１－１ 災害公営住宅管理システム整備事業（若柳,栗駒,高清水地区） 

①  

② 

③ 

④,⑤: 若柳,栗駒,高清水地区 


